
 
 

 

 

Thailand  |  Tax & Legal  |  31 January 2023 

 

 

Global Investment and Innovation  
Incentives (Gi3) Alert 

5 カ年投資促進戦略に基づく新規 14

施策に関するアップデート 

2023 年 1 月 

 

 

※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。 

日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 

 

Introduction  
 

5 カ年投資促進戦略のフレームワークに続いて、タイ投資委員会（以下

「BOI」）は 14 項目の重要施策の導入を発表し、新たな BOI 投資奨励措置を

適用することに関心のある国内外の投資家に向けて適用要件や投資恩典を明示

しています。 

 

What to know? 
 

各施策の詳細は以下のとおりとなります。各施策の特定の要件に関するより詳

細な情報は、表中の各施策（BOI ウェブサイト（英語・タイ語）をクリックし

てください。 

 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/th/Documents/tax/th-Gi3-alert-update-Jan2023-EN.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/th/Documents/tax/th_Gi3_Alert_Dec2022.pdf
https://www2.deloitte.com/th/en.html


奨励措置 適用対象者 投資恩典 

1. 国家発展に重

要な産業への

投資奨励措置 

 

• 以下の産業に新規投

資をして事業を行う

国内外の投資家 

1. 農業・食品・バイオ

テクノロジー産業 

2. 医療産業 

3. 機械・車両産業 

4. 電気機器・電子産業 

5. 金属・素材産業 

6. 化学・石油化学産業 

7. 公共事業 

8. デジタル産業 

9. クリエイティブ産業 

10.高付加価値サービス 

• BOI により奨励されている

事業活動内容に応じて 0 年

～13 年の法人税免除 

• 機械輸入税の免除 

• 輸出用製品に使用される原

材料に係る輸入税の 1 年間

の免除 

• 非税務恩典 

o 奨励事業に係る事業用地

の所有  

o 外国人技能者やエクスパ

ットへの労働許可やビザ

の付与  

o 国外との外貨送金・受取

の緩和 

2. 競争力創出の

ための投資奨

励措置 

• 研究開発、人材開

発、ローカルサプラ

イヤー開拓など、競

争力創出に関連して

新規投資を行う奨励

対象企業 

• 最初の 3 年間における研究

開発・人材開発・ローカル

サプライヤー開拓に関する

投資合計額又は費用合計額

に応じ、1～5 年の追加法人

税免除 

3. 既存の事業拠

点の継続・拡

大のための投

資奨励措置 

• 過去 15 年間超にわた

り少なくとも 3 件の

プロジェクトが奨励

対象となっており、

その過去の奨励対象

プロジェクトにおけ

る合計投資額が 100

億バーツ以上であ

り、かつ、合計投資

額が５億バーツ以上

の拡大投資プロジェ

クトを行う奨励対象

企業 

• グループ A1+、A3、A4、B

に該当する事業活動に対し

て 3 年間の追加法人税免除 

• グループ A1、A2 に該当す

る事業活動に対し、法人税

免除期間の終了後に 5 年間

の法人税 50%減税 

4. ビジネス拠点

移管に係る投

資奨励措置 

• 製造設備、地域統括

機能、研究開発セン

ターなどの事業活動

をタイへ移管させる

国外投資家 

• タイに移管する事業活動の

タイプに応じて 1～5 年の追

加法人税免除、ただし合計

での法人税免除期間は 8 年

を超えることはできない 

• 非税務恩典 

5. 経済回復期間

における投資

刺激措置 

• 奨励証書発行日から

12 カ月以内に 10 億

バーツ以上の投資を

行うグループ A1～A4

の奨励対象企業 

• 法人税免除期間の終了後に

5 年間の法人税 50%減税 

6. スマート産業

化・サステナ

• BOI 奨励事業か否か

にかかわらず、生産

• 3 年間の法人税免除（投資

額の 50～100%が上限） 

https://www.boi.go.th/upload/content/EN-9_2565.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/EN-9_2565.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/EN-9_2565.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/10_2565_6398152520c78.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/10_2565_6398152520c78.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/10_2565_6398152520c78.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/12_2565_EN.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/12_2565_EN.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/12_2565_EN.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/12_2565_EN.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/13_2565_EN.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/13_2565_EN.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/13_2565_EN.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/14_2565_EN.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/14_2565_EN.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/14_2565_EN.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/15_2565_639816fc02121.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/15_2565_639816fc02121.pdf


ブル産業化を

推進する奨励

措置  

やサービスの効率性

を向上させ、スマー

ト化・サステナブル

化（例：自動化シス

テムやデジタルテク

ノロジーの導入、イ

ンダストリー4.0、脱

炭素化）を達成しよ

うとする既存事業 

• 機械輸入税の免除 

7. 中小企業の競

争力強化のた

めの投資奨励

措置 

• 中小企業（例：投資

額が 50 万バーツ以上

で、登録資本の 51%

以上をタイの株主が

保有） 

• 投資額の 200%を上限とし

た法人税免除 

• 機械輸入税の免除 

• 輸出用製品に使用される原

材料に係る輸入税の免除 

• 非税務恩典 

8. ターゲット地

域への投資奨

励措置 

• ターゲット地域（経

済特区 4 区）のター

ゲット産業に投資す

る国内外投資家 

• グループ A1+に該当する事

業活動に対して 2 年間の追

加法人税免除 

• グループ A1～A4 に該当す

る事業活動に対して 3 年間

の法人税 50%減税 

9. コミュニティ

ー・社会の開

発に係る投資

奨励措置 

• 地域組織と連携して

地域コミュニティ

ー・社会の開発に関

与する国内外投資家 

• BOI 奨励対象か否かにかか

わらず稼働中のプロジェク

ト：3 年間の法人税免除

（投資額の 200%を上限）

及び非税務恩典 

• 法人税免除期間が終了して

いない既存の BOI 奨励対象

プロジェクト、又は投資恩

典を申請する新規投資プロ

ジェクトで法人税免除恩典

を享受することができるも

の：3 年間の法人税免除

（投資額の 120%を上限） 

10. 高度技能人

材の開発の

ための施設

に対する設

立奨励措置 

• 科学・テクノロジ

ー・エンジニアリン

グ・数学の領域で従

業員の技能を向上さ

せるための高度教

育・訓練施設を設置

する奨励対象企業 

• 5 年間の法人税免除（教

育・訓練施設を設置するた

めの投資額の 100%を上

限） 

• 機械輸入税の免除 

• 非税務恩典 

11. 科学技術パ

ークへの投

資奨励措置 

• ターゲット事業

（例：バイオテクノ

ロジー、ナノテクノ

ロジーなど）に係る

プロジェクトで科学

技術パークに立地す

るもの 

• ２年間の追加法人税免除 

• 法人税免除期間の終了後に

5 年間の法人税 50%減税 

https://www.boi.go.th/upload/content/15_2565_639816fc02121.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/15_2565_639816fc02121.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/15_2565_639816fc02121.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/16_2565_6398173f76817.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/16_2565_6398173f76817.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/16_2565_6398173f76817.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/16_2565_6398173f76817.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/18_2565_EN.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/18_2565_EN.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/18_2565_EN.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/No.24_2565_EN.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/No.24_2565_EN.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/No.24_2565_EN.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/No.24_2565_EN.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/No.11_2565_EN.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/No.11_2565_EN.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/No.11_2565_EN.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/No.11_2565_EN.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/No.11_2565_EN.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/22_2565EN.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/22_2565EN.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/22_2565EN.pdf


 
 

What’s next? 
 

投資奨励措置の申請を検討している国内外の投資家は、BOI によって明示され

た 14 施策に関するアナウンスを確認し、関連する適用要件を満たすか検討す

ることが推奨されます。 

 

Deloitte の Gi3 専門家は、貴社の事業や投資計画が投資奨励措置の適用対象に

該当するかどうかについての助言を行い、具体的には以下のようなサポートを

行っています。 

 

• 関連する事業（活動）や投資内容を確認し、BOI の奨励対象事業に該

当するかの事前検討 

12. 医療イノベ

ーション地

域への投資

奨励措置 

• ターゲット事業

（例：バイオテクノ

ロジー、臨床研究な

ど）で医療イノベー

ション地域に立地す

るもの 

• 法人税免除期間の終了後に

5 年間の法人税 50%減税 

13. 南部国境地

域への投資

奨励措置 

• 新規投資を行い、奨

励対象事業を南部国

境地域（ナラティワ

ート県、パタニ県、

ヤラ県、サトウーン

県など）で行う国内

外投資家 

• BOI 奨励対象か否かにかか

わらず稼働中のプロジェク

ト：3 年間の法人税免除

（投資額の 100%を上限）

及び非税務恩典 

• 投資恩典を申請する新規投

資プロジェクト 

o 8 年間の法人税免除（投

資額による上限なし） 

o 5 年間の法人税 50%減税 

o 機械輸入税の免除、輸出

用製品に使用される原材

料に係る輸入税の免除 

o 事業収入が発生してから

10 年間の運送費・電気

代・水道代の 2 重控除 

o 非税務恩典 

14. 国境特別経

済開発区へ

の投資奨励

措置 

• ターゲット事業

（例：公益施設に使

われる建設資材やプ

レストレストコンク

リートの製造、建設

業又は製造業で使う

金属プラットフォー

ムの製造など）に係

るプロジェクトで国

境特別経済開発区に

立地するもの 

• 8 年間の法人税免除（投資

額の 100%を上限） 

• 法人税免除期間の終了後に

5 年間の法人税 50%減税 

• 機械輸入税の免除 

• 輸出用製品に使用される原

材料に係る輸入税の 5 年間

免除 

• 事業収入が発生してから 10

年間の運送費・電気代・水

道代の 2 重控除 

• 投資金額の 25%の施設の設

置・建設費用の控除 

https://www.boi.go.th/upload/content/23_2565EN.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/23_2565EN.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/23_2565EN.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/23_2565EN.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/20_2565_63981dd9025cc.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/20_2565_63981dd9025cc.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/20_2565_63981dd9025cc.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/19_2565EN.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/19_2565EN.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/19_2565EN.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/19_2565EN.pdf


• BOI 申請書の作成 

• BOI 当局との連絡窓口となり、また、BOI からの承認取得に向けたサ

ポートの実施 

• 教育訓練を含む BOI に関する手引や BOI 順守体制の整備 

 

より詳細な情報については、弊社の Gi3 専門家にお問い合わせください。 
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